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Ａ．研究目的 

我が国の自殺者総数は近年5年において2万

人程度で推移している一方で、20 歳未満の自

殺者数は年々増加している。10～14 歳を含む

研究要旨 

＜目的＞我が国において 20 歳未満の自殺者数は、COVID-19 が流行した 2019 年から増加傾向で

ある。成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提

供するための施策の総合的な推進に関する法律（成育基本法）や自殺総合対策大綱では、子ども・

若者の心の問題に対応し自殺予防の必要性があると提唱されている。我が国では小児の心身症

を診療する認定資格として、子どもの心相談医、子どものこころ専門医がある。我々は、「子ど

もの心診療医（子どもの心相談医、子どものこころ専門医）の確保は自殺予防に寄与する」とい

う仮説を立て、検証することを目的とした。 

＜方法＞調査年は 2021 年。取得可能なデータベースから各都道府県別に“1. 20 歳未満の人口、

2. 20 歳未満の自殺者数、3. 子どもの心相談医数、4. 子どものこころ専門医数”を調査し、

“1. 20 歳未満人口 10 万人あたりの自殺者数（率）、2. 20 歳未満人口 10 万人あたりの子ども

の心相談医数、3. 20 歳未満人口 10 万人あたりの子どものこころ専門医数”を算出した。上記

結果から、自殺者数と子どもの心相談医数/子どものこころ専門医数の相関関係（Pearson の相

関分析）を明らかにし、政令指定都市（東京含む）とそれ以外の地域との自殺者率、相談医数、

専門医数を比較した。 

＜結果＞各都道府県別の 20 歳未満人口 10 万人に対する子どもの心診療医数と自殺者数は関連

していなかった。子どもの心相談医、子どものこころ専門医の相関係数は、それぞれ-0.07、0.07

であった。20 歳未満 10 万人あたりの自殺者率に地域の明確な差はなかった。子どもの心診療医

の分布は政令指定都市圏に依存しなかった。政令指定都市圏とそれ以外の地域との自殺者率、相

談医数、専門医数に差はなかった。 

＜考察＞仮説が立証出来なかった原因として、小児科対応のみの調査であり他科対応を母集団

に入れていない、短期間での調査などが挙げられる。また、自殺関連で救急外来を受診した患者

に対して精神科へのフォローアップは自殺のリスクを減少させ、希死念慮の生徒に対して学校

ベースでのスクリーニング介入や認知行動療法は希死念慮の生徒を減少させた報告もあり救急

医療や教育機関との連携が必要である。 

＜結語＞「子どもの心診療医（子どものこころ専門医、子どもの心相談医）の確保は自殺予防に

寄与する」という仮説は、立証出来なかった。子どもの自殺予防には多様なセーフティーネット

が必要である。 
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10代前半の死因は2021年以降自殺が第1位と

なっている。十代の自殺率は平成 24 年が 10～

14 歳人口 10 万対 1.8、15～19 歳人口 10 万対

8.5 であったのが、令和 2年の直近値では各々

2.3 と 11.4 と増加している。令和 4 年の小中

高生の自殺者数は過去最高の 514 名となって

いる。子どもの自殺の原因は家族関係、学業、

精神疾患など多岐にわたるが、関連要因として

ネットいじめなどがある。 

令和 4 年 10 月に閣議決定した「自殺総合対

策大綱」の重点施策には、『子ども・若者の自

殺対策を更に推進する』がある。具体例として

1.学生・生徒への支援充実 2.SOS の出し方に

関する教育の推進 3.子ども・若者の自殺対策

を推進するための体制設備などが挙げられ、関

係者による早急な対策が期待されている。また、

令和 3 年 2月に施行された成育過程にある者及

びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医

療等を切れ目なく提供するための施策の総合的

な推進に関する法律（成育基本法）基本的方針で

は、10 代後半の死因の第 1 位が自殺であるこ

となどを踏まえ、自殺予防に資する相談体制の

整備及び相談窓口の周知など、子どもの自殺対

策を推進することや、学童期及び思春期におけ

る心の問題に対応するための専門家を養成す

るとともに、児童生徒の心身の健康や教育に関

する相談体制を整備するが掲げられている。1) 

これらの指標として、小児人口に対する親子の

心の問題に対応できる技術を持った小児科医

の割合や、小児人口に対する子どものこころ専

門医の割合が提案されている。 

小児科領域の子どもの心の診療に対応する

医師として、我が国では子どもの心相談医（日

本小児科医会）、子どものこころ専門医（子ど

ものこころ専門医機構）がある。本研究の目的

は、「子どもの心診療医（子どもの心相談医、

子どものこころ専門医）の確保は自殺予防に寄

与する」という仮説を検証することとした。 

 

Ｂ．研究方法 

対象データは都道府県別 20 歳未満の自殺者

数と都道府県別の子どもの心診療医数の関係

を比較した。各種 HP データより令和 3 年の下

記各種データを取得した。 

 

■調査項目（各都道府県別） 

1. 20 歳未満の総数（総務省統計局 HPデータ

より引用） 

2. 20 歳未満の自殺者数（厚生労働省 HP デ

ータより引用） 

3. 子どもの心相談医数（日本小児科医会 HP

データより引用） 

4. 子どものこころ専門医数（子どものここ

ろ専門医機構 HP データより引用） 

 

■結果項目（各都道府県別） 

1. 20 歳未満人口 10 万人あたりの自殺者数

（率） 

2. 20歳未満人口10万人あたりの子どもの心

相談医数 

3. 20歳未満人口10万人あたりの子どものこ

ころ専門医数 

 

■解析項目 

1. 自殺者数と子どもの心相談医数/子ども

のこころ専門医数の相関関係 

2. 政令指定都市（東京含む）とそれ以外との

比較 

 

（倫理面への配慮） 

HP に報告されているデータのみ活用、特に

倫理審査は申請していない。 
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Ｃ．研究結果 

20 歳未満自殺者数 

最少：2（鳥取県・徳島県） 

最多：87（東京都） 

20 歳未満の自殺者絶対数は東京を含む関東地

域、大阪、名古屋、福岡の大都市に多い。 

 

20 歳未満人口 10 万人あたりの自殺者率 

最少：1.36（長崎県） 

最多：7.18（山口県） 

自殺者率は必ずしも大都市圏ではなく、山口、

奈良に多く認める。 

20歳未満人口10万人あたりの子どもの心相談

医数（総数 1302 人） 

最少：2.74（長崎県） 

最多：14.1（香川県） 

中国地方を中心に関西、中国四国地方に多く分

布している。 

 

20歳未満人口10万人あたりの子どもこころ専

門医数（総数 711 人） 

最少：0.36（鹿児島県） 

最多：7.05（香川県） 
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20 歳未満自殺者数と 20 歳未満人口 10 万人対

の子どもの心診療医（子どもの心相談医/子ど

ものこころ専門医）の相関（都道府県別） 

相関係数 = -0.07, 95%信頼区間 -0.35-0.23 P 値 = 0.67 

当道府県別の子どもの心相談医数（10万人対）

と都道府県別自殺者数（20 歳未満）の間に相関

は認めない。 

相関係数 = 0.07, 95%信頼区間 -0.23-0.35 P 値 = 0.66 

当道府県別の子どものこころ専門医数（10 万

人対）と都道府県別自殺者数（20歳未満）の間

に相関は認めない。 

 

 

 

政令指定都市とそれ以外における自殺者数、10

万人対の自殺者率、子どもの心相談医数、子ど

ものこころ専門医数 

※政令指定都市：北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川

県、新潟県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡

山県、広島県、福岡県、熊本県 

自殺者の実数は政令指定都市が多いが、10 万

人あたりで比較すると差はなく、子どもの心相

談医数（率）、子どものこころ専門医数（率）

も差はなかった。 

 

Ｄ．考察 

 今回の都道府県別データ解析で、20 歳未満

10 万人人口における子どもの心診療医数（子

どもの心相談医、子どものこころ専門医）と 20

歳未満自殺者数の間に相関関係を示すことは

出来なかった。また自殺者の絶対数は、大都市

圏または政令指令都市に多く認めたが、20 歳

未満人口 10 万人に対する率では差を認めなか

った。このことは、どの地域（子どもの絶対数

が少ない地域）においても子どもの自殺が起こ

りうると推察される。警察庁の自殺統計による

と、未成年者の自殺における動機は、「学校問

題」が最も多く、次いで「健康問題」であった。

2)一方、文部科学省の令和 2年度「児童生徒の

問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関す

る調査」結果では、自殺した児童生徒（小・中・

高校）が置かれていた状況は「不明」が 52.5％

と最も多く、次いで「家庭不和」が 12.8％、「精

神障害」が 11.1％であった。3) なお、「いじめ
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の問題」は 2.9％であった。警察統計が未成年

者の自殺の動機で学校問題を挙げる一方で、教

育現場では児童生徒の自殺の要因を把握でき

ていない現状がある。また、前兆もなく衝動的

に命を絶ってしまう子も散見される。 

 分担研究者が平成 28 年度の子ども子育て支

援調査研究事業で実施した 22,419 名の中高生

のアンケート調査では希死念慮 suicidal 

ideation（死にたいと思ったことがある）を示

した児童生徒は 25.2％（中 2）～27.6％（高 2）

で、なんらかの自傷行為（suicide attempt）

をした児童生徒は、4.6％（中 2）～5.9％（高

1）であった。男女比では希死念慮が、21.6％

（男）、28.5％（女）で、自傷行為が 3.5％（男）、

6.6％（女）であった。4) ロジスティックス解

析（高校生）では、ネットいじめの経験のある

者（Odd Ratio 3.64）、両親との関係に悩みの

ある者（Odd Ratio 2.12）、性自認に悩みのあ

る者（Odd Ratio 2.18）が希死念慮/自傷のリ

スクが高いと同定された。学業や将来の進路に

対する悩みは、約 60％（13,000 名以上）の児

童生徒が有していたが、その悩みを有している

者の希死念慮/自傷のリスクは Odd Ratio で

1.1～1.2 であった。一方、前述のネットいじめ

の経験者は 1.8％（402 名）のみであるが、希

死念慮/自傷のリスクの負担は Odd Ratio 3.64

と高いと推定された。いじめは人格を否定し、

特に SNS を利用したいじめは容易に消すこと

ができず拡散するため注意が必要である。 

 成育基本法の思春期対策（心の問題、やせの

問題、自殺対策）の指標として、スクールカウ

ンセラーを配置している小学校、中学校、高等

学校の割合、小児人口に対する親子の心の問題

に対応できる技術を持った小児科医の割合、小

児人口に対する子どものこころ専門医の割合

等が検討されているが、今回の調査では子ども

の心の診療に対応できる医師数と 20 歳未満の

自殺率の間で相関はなかった。子どもの心診療

医（子どもの心相談医、子どものこころ専門医）

の確保は自殺予防に寄与する」という仮説を検

証することはできなかった。（しかしながら、自殺者数

が他県より顕著に多い東京都と大阪府のデータを除くと、子どもの心

相談医と子どものこころ専門医の人口 10 万人対の人数比は両者とも

自殺者数と有意な負の相関を示していた。）一方で、子どもの

心診療医の確保から自殺数減少への効果が得

られるまでには、一定の年数がかかることも予

想される。今回の調査では医師数、自殺者数、

人口をすべて同年（2021 年）で調査しており、

今後、3～5 年の異なる年数での実数解析も検

討される。子どもの自殺予防対策には、医療機

関のみの努力では解決は難しく、教育機関、民

間 NPO 支援団体等の自殺防止支援ネットワー

クが重要である。 

自殺に関連して救急外来を受診した小児患

者に対して、精神科でのフォローアップにより

自殺関連の入院や自殺のリスクが減少したデ

ータ 5)や、学校ベースで 11 歳～18 歳の地域の

児童生徒（2,790 人）に対して、問診、アプリ

でのスクリーニング介入および対面、非対面で

の認知行動療法は、自殺を考えていた生徒 125

人を 30 人に減少させることでできた報告など

がある。6）また分担研究者が AMED 研究で実施

した思春期健診/思春期アプリ（認知行動療法

搭載）による介入でも、希死念慮の発生を 10

分の１に減らすことが確認された。7,8）子ども

の自殺予防には多様なセーフティーネットの

構築が必要である。 

 

Ｅ．結論 

 「子どもの心診療医（子どもの心相談医、

子どものこころ専門医）の確保は自殺予

防に寄与する」という仮説は、立証出来な

かった。 

 子どもの自殺予防には多様なセーフティ
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ーネットが必要である。 
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会（2022.11.12、東京） 

7） 永光信一郎．（教育講演）思春期健診と CBT

アプリによる思春期ヘルスプロモーショ

ンの推進／第 26 回日本心療内科学会総

会・学術大会（2022.11.19、福岡） 

8） 永光信一郎．ICT を活用した成育基本法基

本的方針の推進：母子保健と思春期のヘル

スプロモーション／日本子ども虐待防止

学会第 28 回学術集会ふくおか大会

（2022.12.10、福岡） 

9） 永光信一郎．「ICT と医療・健康・生活情報

を活用した次世代型子ども医療支援シス

テム」の展望／第 58 回北九州地区小児科

医会定期総会（2023.1.15、福岡） 

10）永光信一郎．子どもの睡眠と健康について

／久留米医師会学校保健部会学術講演会

（2023.2.3、福岡） 

11）永光信一郎．小児科領域におけるメンタル

ヘルスの諸課題／令和 4 年度母子保健講

習会（2023.2.12、東京） 

12）永光信一郎．小児科医による子どもの睡眠

指導と事故予防／第８回大分市小児夜間

急患センター講演会（2023.3.18、大分） 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

なし 
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【参考資料】 

都道府県別子どもの心相談医数（20 歳未満人口 10万比） 

 

都道府県別子どものこころ専門医数（20歳未満人口10万比） 
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